
令和４年８月３１日 

 

令和５年度の財政投融資計画要求書 

(機関名：エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）) 

 

１．令和５年度の財政投融資計画要求額

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 83 104 △21 △ 20.2

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

83 104 △21 △ 20.2

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和５年度
要   求   額

令和４年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 815 923 △108 △ 11.7

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

815 923 △108 △ 11.7

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和５年度末
残高（見込）

令和４年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 (単位：億円)

83 104 △21

令和５年度
要   求   額

令和４年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

区　　分

 

 

資金計画 (単位：億円)

15,375 14,987 388

83 104 △21

財政融資 83 104 △21

産業投資 － － －

政府保証 － － －

15,292 14,883 409

市中借入（石油基地） 1,727 1,727 －

市中借入（石油ガス基地） 450 450 －

政府短期証券（備蓄石油購入） 12,315 11,906 409

政府短期証券（備蓄石油ガス購入） 800 800 －

自己資金等

区　　分
令和５年度
要   求   額

令和４年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

財政投融資
(財源)

 



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 (機関名：エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）) 

 
＜官民の役割分担・リスク分担＞ 
１． 政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適

切な役割分担がなされているか。 
 
石油及び石油ガス備蓄は、国家備蓄と民間備蓄に分けられるが、国家備蓄について

はその性格上、長期間、多額の費用負担が求められる一方で利益が一切発生しないこ

と及び我が国のエネルギー安全保障の観点から国の一元的な責任と負担の下に実施

する必要性がある。このため「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平

成26年6月）において、「大規模・超長期プロジェクトやインフラの海外展開におけ

る『民間では担えないリスクの負担』」に該当すると認識している。 

なお、国家備蓄石油及び国家備蓄石油ガスの備蓄量は、石油の備蓄の確保等に関

する法律（石油備蓄法）第４条に基づき、毎年度、需要予測に基づく緊急時に必要

な需要量について、総合資源エネルギー調査会の意見を聴き、適正な備蓄目標を定

めることとされており、この備蓄目標等に基づき備蓄事業実施に必要な資金のうち

の一部を財政融資資金として調達を行い、石油及び石油ガスの備蓄政策の目的の実

現に必要な範囲内で事業を実施している。 

 
２． 官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支

援を行っているか。 
 

  上述のとおり、国家備蓄事業については、石油備蓄法に基づき民間備蓄事業と区

別されており、利益が発生する事業ではなく国が一義的に行う事業である。 

 
 
＜対象事業の重点化・効率化＞ 
３． 「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、

対象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 

 
上述のとおり、国家備蓄事業については、石油備蓄法に基づき民間備蓄事業と区

別されており、国が一義的に行う事業である。 

 
 
＜財投計画の運用状況等の反映＞ 

４． 財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況

を財政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

 
令和２年度の財政投融資は９５億円を予定していたが、国家石油備蓄基地及び国

家石油ガス備蓄基地の資本的支出の一部の工事を取りやめたこと及び工事発注に

かかる請負差額が生じたこと（入札による予定価格と受注額の差額）等により、執

行残額は約１５億円となった。このうち、コロナウィルスの影響により工事遅延が

回避できない一部の案件については、令和３年度へ繰越し（約６億円）を行ったた

め、運用残額は少額であると考えられる。また、令和２年度からの繰越しを加えた

令和３年度改定後現額は約１１８億円であるが、運用残額は約２億円であり執行率



は高いと考えられる。近年は、計画と執行のＰＤＣＡサイクルを実践することで、

執行率は高い水準で推移しており、事業を効果的に進めることができていると考え

られる。 

また、石油備蓄基地については、各国家石油備蓄基地が完成してから20～30年が

経過しており、老朽化問題への対応のため、主要な基地設備の耐用年数等を勘案し

た長期修繕計画を策定している。また、策定に当たっては、各年度で要求額の大き

な変動が生じないようにするとともに、大型工事の実施に伴い全基地の放出機能が

大幅に低下することのないように留意した計画を策定している。 

令和５年度の財政投融資要求額は、国家石油備蓄基地における必要な事業に係る

資本的支出を合計した結果８３億円となっている。これについても過年度の執行状

況を考慮し、要求額の査定をより厳格に実施しており、本年度までの事業進捗等を

踏まえた長期的な計画に基づき、過不足なく資金需要の積算を行っている。 

 
(参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額) 

          元年度   ２年度    ３年度 

      執行率  ７９．５％ ８４．０％  ９８．２％ 

 
＜その他＞ 
５． 上記以外の特記事項 
 
  特になし。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)「運用残率」は、改定後現額(改定後計画＋前年度繰越)に対する運用残額の割合(％)。 



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

 (機関名：エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）) 

 

 「経済財政運営と改革の基本方針2022」に盛り込まれた事項に関する要求内容 

 

「経済財政運営と改革の基本方針2022」に記載されている原油及び石油製品の安

定供給の確保に向けて必要な対応が円滑に発動出来る体制を常時確保するため、国

家石油備蓄基地に係る資本的支出を実施するため財政融資資金８３億円を要求し

ている。 

 

（参考）「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）抜粋 

 

第３章 内外の環境変化への対応 

１．国際環境の変化への対応 

（３）エネルギー安全保障の強化 

化石燃料・資源のロシア依存度低減や供給途絶への対策のため、ロシア以外の調達先の多角化や、主要消費国

と連携した生産国への増産働きかけ、使用量低減対策を行う。また、石油備蓄放出の機動性向上やＳＳ事業者の

経営力強化、特にＬＮＧについて国による調達関与の強化等を通じて、燃料供給体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 (機関名：エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）) 

１．政策的必要性 

  石油及び石油ガス備蓄事業は、我が国への石油の供給途絶及び災害発生時の供給

不足に備えるため、我が国のエネルギー安全保障の観点から国の一元的な責任と負

担の下に実施する必要がある。 

石油及び石油ガス備蓄事業を行うためには、国家備蓄石油の管理、国家備蓄施設

の管理、修繕保全工事及び改良更新工事等を実施するための資金の調達が必要であ

る。このうち、改良更新工事は、1件あたりの工事単価も高く、年度別に所要額に大

きな増減があることから、元金均等償還により税収分の資金調達の平準化も図り、

長期間、安定的かつ低利に所要額を調達することができる財政融資による調達が最

も適している。 

なお、上記以外の国家備蓄石油の管理、国家備蓄施設の管理、修繕保全工事等に

ついては年度別に所要額の大きな増減はないため、石油石炭税収を財源としたエネ

ルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）による資金調達を行っている。 

 

２．民業補完性 

 石油及び石油ガス備蓄は、国家備蓄と民間備蓄に分けられるが、国家備蓄について

はその性格上、長期間、多額の費用負担が求められる一方で利益が一切発生しないこ

と及び我が国のエネルギー安全保障の観点から国の一元的な責任と負担の下に石油

備蓄法に基づき実施している。このため「財政投融資を巡る課題と今後の在り方に

ついて」（平成26年6月）において、「大規模・超長期プロジェクトやインフラの海

外展開における『民間では担えないリスクの負担』」に該当すると認識している。 

よって、我が国のエネルギー安全保障の観点から国の一元的な責任と負担の下で、

石油・石油ガスの備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油・石油ガスの適切な供給

を図るための措置を財政面でも講ずる必要性がある。 

 

３．有効性 

 石油備蓄事業の財政融資は、市中借入よりも長期間、安定的かつ低利に所要額を確

保できることから、適切な時期に必要な事業の所要額を調達でき、改良更新・修繕保

全計画に沿って最も効率的に事業を実施することができる。 

 

４．その他 

  エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）は、石油石炭税の税収を全て一

般会計に計上した上で、必要額を特別会計へ繰り入れる仕組みとなっている。国家石

油備蓄基地及び国家石油ガス備蓄基地の能力向上（資本的支出）の業務を遂行するた

め、財政融資資金を受けた分の元金償還及び利払いにはこの税収財源を充てており、

償還確実性は問題ないといえる。 

 

 

 

 



３ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 (機関名：エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）) 

 

１．決算についての総合的な評価 

令和３年度決算について、歳入面で国家備蓄原油の売却増に伴い備蓄石油売払代

が当初計画よりも約２４６億円の増となっている。 

 

２．決算の状況 

（１）歳入歳出の状況 

（単位：百万円） 
歳      入 歳      出 

 
一 般 会 計 よ り 受 入 
 
石 油 証 券 及 借 入 金 収 入 
 
備 蓄 石 油 売 払 代 
 
雑 収 入 
 
前 年 度 剰 余 金 受 入 
 
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構納付金収入 
 
国立研究開発法人新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構納
付金収入 

 
899,162 

 
1,389,720 

 
42,905 

 
149,816 

 
384,657 

 
313 

 
 
 
- 

 
燃 料 安 定 供 給 対 策 費 
 
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構出資 
 
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構船舶建造費 
 
エネルギー需給構造高度化対
策費 
 
国立研究開発法人新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構運
営費 
 
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構運営費 
 
事 務 取 扱 費 
 
諸 支 出 金 
 
融通証券等事務取扱費一般会
計へ繰入 
 
国債整理基金特別会計へ繰入 
 
予 備 費 
 
 
 

 
259,152 

 
51,300 

 
 

- 
 
 

393,925 
 
 

145,828 
 
 
 

17,924 
 
 

1,327 
 

0 
 

0 
 
 

1,404,478 
 

- 

計 2,866,575 計 2,273,936 

 （注）単位未満切り捨てのため積み上げと計は一致しない 

 

 


